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（２） 広域処理の調整状況と今後の方針 

【岩手県】 
・ 可燃物・木くず：調整済みのものを除く広域処理必要量について、表５に示すとおり受

入を調整中。今後の調整状況に応じて受入可能期間（現在では今後具体化するものにつ

いて概ね 1 年～1 年３ヶ月を想定）が変わること等を考慮し、受入調整量については要

調整量を若干上回る量としているところ、これらが確保できれば、前倒しを含む目標期

間内の処理が実現できる状況。 
⇒今後は、原則として、新たな受入先の調整は行わず、表５に記載の自治体において調

整中の広域処理の実現に全力を挙げることとする。 
・ 不燃混合物：県内における復興資材としての再生利用とセメント工場での受入を調整中。 

⇒今後当面は、新たな受入先の調整は行わず、県内における再生利用等に全力を挙げる

こととする。 
・ 漁具・漁網：広域処理必要量の一部について受入を調整中であるが、全体の見通しが立

っていない状況。 
⇒今後引き続き、調整中の広域処理（神奈川県等）の具体化を図るとともに、新たな受

入先との調整を行う。 
 

表５ 岩手県における可燃物及び木くずの広域処理調整状況注 1 

都道府県 

可燃物 

要調整量（84,800 トン）注 2 

木くず 

要調整量（35,400 トン）注 2 

搬出元 
受入調整量 

搬出元 
受入調整量 

（トン） （トン） 

青森県 野田村 3,100 野田村 1,100 

秋田県 

久慈市 3,000    

野田村 11,800    

宮古地区 4,100    

群馬県 宮古地区 27,800    

埼玉県    野田村 11,300 
東京都 大槌町 2,700    

新潟県    大槌町 6,300 
富山県 山田町 10,800    

石川県 宮古地区 6,000    

福井県    大槌町 1,600 

静岡県 
   山田町 8,900 
   大槌町 14,600 

三重県 久慈市 2,000    

大阪府 宮古地区 36,000    

合 計 107,300 43,800 
注１ 本表は、本工程表の作成時点での調整状況を示したもので、実際の受入量等は今後の調整によっ

て変わり得るものである。 

注 2 要調整量は、釜石市の可燃物及び木くず並びに陸前高田市の可燃物を除く。 

  




